
日本学生支援機構 

第二種奨学金貸与希望者 

の臨時採用について 

20.11.5 学生室 

 

日本学生支援機構では、昨今の経済情勢の悪化から、

平成 20年 11月 1日から第二種奨学金（有利子）の臨時採

用を実施しています。希望する学生は学生室へ相談にきて

ください。（臨時採用の申込期限は平成 21 年 2 月 10 日の

予定です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 大学院生の貸与月額は別の金額となります。申込時に 

説明します。 

種類 第二種（有利子） 

貸与月額 一種類選択 

30,000円 
50,000円 

80,000円 

100,000円 
120,000円 

貸与始期 

1年次 
在学者 

平成20年4月～平成21年3月の
間で、本人の希望する月 

2年次 

以上 

出願条件 

(学力基準) 

1年次 

在学者 

出身学校における成績が平均

水準以上 

2年次 
以上 

在学者 

大学における学修成績が平均 
 

水準以上 


